
景気後退下における外国人労働者

倉真一

1 はじめに

80年代末から 90年にかけての好景気は深刻な労働力不足を引き起こし、多

数の外国人労働者がそれを埋めるように流入した。現在、日本国内にいる外宙

人労働者の総数は推計で約 60万人にのぼるは}o しかし、外国人労働者をめぐ

る様々な問題の本質が見えてくるのは景気の拡大局面においてよりもむしろ後

退局面においてであるo 本論文の目的は、最近の不況のなかで外国人労働者が

霞かれている状況を f不自由労働者jの概念を通じて理解しようとするもので

ある。

本論文では、まず最初に「不自由労働者J概念の理論的検討を行う o ついで

「出入国管理および難民認定法J(以下では略して「入管法」と記す)の改定

とその結果を、資本と国家および外国人労働者の三者の関係を中心に分析する。

そして、改定入管法の枠組のなかで生じた景気後退の影響を「不自由労働者j

としての本質が表面化したものと捉えたい。また、その際、外国人労働者内部

にみられる影響の差異を「不自由労働者としての統合犠式jの差異として分析

する。

2 r不自由労働者Jとしての外国人労働者

「不自由労働者jあるいは「不自由労働J概念を定義する前に、その対概念

である「自由労働者Jr自由労働jの概念について考えてみよう o マルクス

(Marx， K.)は、賃金労働者の自由を次のように説明する開a.rx，1867=1969:294]0 

第一に奴隷や農奴と違い労働者はもはや生産手段の一部ではなく、それゆえ奴
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隷主や農奴所脊者の直接支配から解放されている点で、第二に、労働者が自分

自身の生産手段を持たず、故に労働力を市場で自由に売ることができる点にお

いて「自由Jであるは}。そうであれば、その対概念である「不自由労働者J

は、第一に雇用主による直接的支配、第二に労働力を市場で自由に処分するこ

とが不可能もしくは困難、という二つの特徴によって取り敢えず定義すること

が出来よう o これらの特徴は、現代の移民労働者にも程度の差こそあれ共有さ

れているものではないだろうか。

現在の日本における外国人労働者を f不自由労鋤者J山の概念をもって分

析するには、概念のさらなる検討が必要であるo

マルクスは「自由な賃金労働者Jの大量出現と労働者階級の形成をもって資

本側の本質的特徴としたが、 世界システム論のウォーラーシュテイン

(Wallerstein， 1.)によれば「自由労働Jと「不自由労働jの両者の結合こそが資

本制の本質的特徴だという o

「自由な労働とは、 『世界経済jの中核に位置する諸国の熟練労働力

の管理形態なのであって、同じシステムの辺境におけるより熟練度の

低い労働者の管理に用いられたのが強制労働なのである。資本主義の

神髄はまさに両者の結合にこそある、というべきである j

[Wallerstain， 1974= 1981: 163] 

ウォーラーシュテインは、 f自由労働jは中核地域で用いられ「不自出労働J

は辺境地域で用いられる労働形式であるといっている。たしかに辺境地域にお

いて、奴議制やエンコミヱンダ館、債務奴隷や部族的契約労働者など多様な強

制労働、不自由労働者が広況に穿在していた(現在も形を変え存在している)

のは紛れもない事実である。しかし、彼のいう中核地域において「不自由労働J

は果たして存在していなかったのか。コーエン (Cohen，R.)は、コリガン

(Corrigan， P.)の不自由労働者に関する包括的論文を引用しつつ次のように述べ

ている。 r要するに英国も米国も、純然たる自由労働制を持ったことはなかっ

た。(中略)この事実は現在においても変わっていない j [Cohen， 

1987=1989:28] 0 コリガンによれば、不自由労働は封建遺制ではなく資本制の

本質的関係の一部であり、不自由労働者はヨーロッパ、日本、北アメリカにお
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ける労録者階級内の少数的残余どころか多数派であったという o イギリスでは

不自由労働のー形態である奉公人が、 1891年のピーク時には約 138万人にの

ぼり 1930年代後半までその数は 100万人を下ることがなかった。アメリカで

は、南部のプランテーション奴隷鰐は産業資本主義の足搬になったことはなく、

逆に初期段階にあったアメリカ産業の成長を促進したのだった

[Co討伊n，1977:438-445]0 両留では現在も不自由労働者は広抗に存在する。そ

のかなりの部分を移民労働者が占めているo イギリスでは旧植民地からの移民

の多くは、福祉患家への統合から利益を得ない意味で労館者指級とは異なった

特殊な措級外階級(underclass)を形成している[Re丸1970=1987:119-150]0 ア

メリカでは数百万人にのぼる非合法の移民労働者が、無権利状態ゆえに極めて

脆弱で従属的な労働者として利用されている。

まとめると、資本部は「自由労働」と「不自由労働jの結合を本質的特徴と

すること、また f自由労働Jが中心地域に多く f不自由労働Jが周辺地域に多

い労働形式であるのは確かだが、中心においても広範な不自由労働が存在し自

由労働と同時に存在しているo さらに付け加えるなら、ここで言う「自由労働J

と「不自由労働」は二分法的には用いられていない。むしろ一種の理念型であ

って、一方の極に完全な「自由労働j、他方の極に完全な「不自由労働jがあ

って実際の労働形式はこの両極の関に位置するo 様々な程度の f自由さjあ

るいは「不自由さ」を持った労働者が存在し、世界システム内で結びついてい

るのであるo

このような(棺対的に) r自由な労働者J、 (相対的に) r不自由な労働者j

はどのように創出されるのだろうか。この両者の匹分が労働市場における需要

と供給の関係(市場メカニズム)から直接には導かれないことは確かであるo

第一に、自由労働と不自由労働の関の区分には、年齢・性別・人種・民族など

本来、市場の外部に存在する変数が深く関連している[上野， 1990:273-276] 0 

第二に、国家という加の大きな市場外の変数が、特に不自由労働者の創出には

深く関係してくるo 国家はさまざまな不自由労働制に法律的・イデオロギー的

な正当化の手段を与えてきたし、不自由労働者の徴集や管理にも積極的に関与

もしている。また、上記の市場外諸変数を組み合わせ操作することで自由労働

者と不自由労働者、あるいは異なった不自由労働者間の関係に影響を及ぼして
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きたo 移民労働者の場合、国家は菌民/外国人という底分を設定するばかりで

なく、移民法や出入国管理法を通じて移民労鋤者の出入国、定住への管理・制

限をおこない、合法/非合法移民その他さまざまなカテゴリーを創出して移民

労働者に対するラベリングを行ってきたo ラベリングには多くの場合、自国民

との関の法的・制度的差別を伴っており、その差別ゆえに移民労働者は脆弱で、

雇用主に対して従属した存在となるのであるo

ここで不自由労働者、なかでも移民労働者をめぐる資本と留家の関係につい

て考えてみよう。国家の移民労鏑者の不自由労働者化に果たす役割は既に述べ

たとおりである。一方で、資本は移民労働者を利用する立場にあるo 資本は資

本蓄積の論理にしたがって、必要な時、必要なだけ安価で管理・統制しやすい

労働力を求める。国家は資本のこのような要請から決して自由ではない。この

ことは、需要に対応して移民労働者の流れを調整・組織しよう(例えば西歌諸

国のローテーション政策やアメリカのプラセロ計画{引に典型的に見られたよ

うに)とする国家の政策ひとつ見ても明らかなことであるo では、国家は資本

の要請に 100%従っているのだろうか。少なくとも国家は資本の論理とは独立

した圏有の論理にも従っている。移民労働者に関して菌家の論理が表面化する

のは、主に以下の二つのレベルにおいてである o ①国境管理および外国人管理

の主体としての国家の正統性の問題、②国民国家としての成立・存続そのもの

に関わる正統性の問題、すなわち「国民J概念あるいは f国民国家Jのイデオ

ロギー的基盤と移民労働者との関係をめぐる問題。これらの点に関しては、第

3節で再度とりあげたい。

今日、移民労働者が資本によってどのように利用されているのかが次の問題

である。サッセン(Sassen，s.)によれば、中心諸国では現在、 「不自由労働者」

としての移民労働者に対する需要が経済構造の再編成のなかでかなり広範にみ

られる。世界システムの中心では少数の大都市に集中する高所得の専門職を中

抜とした経済の再編成が新たな低賃金労働力への需要を生み出すo しかし、中

心では労働者の組織化や上昇志向によって、そのような低賃金労働力の確保は

困難を伴う o したがって低賃金労働力としての移民労働者が導入されるのであ

るo さらにいえば、資本が必要とするのは低賃金だけではない。需要に合わせ

て自由に労鋤時間のシフトや雇用・解雇のできる労働力、劣悪な労働条件下に
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ある生産組織でも働く労働力なのである [S也記民 1988=1992]。

資本にとって移民労鋤者を利用することのメワットは、およそ以下の四つに

まとめることが出来よう O ①労鰭力再生産費用のかなりの部分を受入れ留の資

本は回避することができるo その多くは、送出国や移民労働者の家族が負担す

ることになるo ②安価で組織化が進んでおらず管理・統制しやすい労働力であ

る。③需要や景気の変動に応じて生産過程における配置を変更したり、排除し

やすい(資本にとって)柔軟性をもった周辺的労働力。@人種的、民族的な分

業を導入することで労働者階級を分断し、資本の労舗に対する支配を強化する。

3 入管法改定

今回の景気後退は、基本的に 89年 12月に可決-成立し、翌90年6月に施

行された改定入管法のもとで起きたのであった。入管法の改定は、 80年代後

半の外閑人労鶴者の急増、なかでも男性の不法就労者の大量の登場が「社会問

題j化するなかでなされた。このような社会問題化を政策議論と結びつけるの

に重要な意味を持ったのが、国民的な論争にまでなった「関菌・鎖国J論争で

あったo

「開国・鎖国j論争それ自体は、なんら有益な結論を導くものではなかった。

ただ、議論の構成が論争につけられた名前に象徴されるように、最初から「外

国人労働者jに対して「国境jを「開放Jするか「閉鎖jするかという視点を

軸に展開されたことは、結局のところ国境管理の主体、外国入管理の主体とし

ての国家の存在を浮かび上がらせたのみで、結果として、例えば外国人労働者

の流入の背景にある社会経済構造や、外国人労働者の人権などの問題は議論の

周辺に追いやられることとなった〔卓， 1992] 0 

「開国・鎖国j論争を受ける形で本格化した入管法改定の過程は、第一に外

国人労働者の「大量」流入に対して、国境管理および外国人管理の主体として

の関家が、その能力を再確認しようとする過程であった。と同時に、それは労

働力を求める資本の要請に配慮する形でも進められた。ここでは、入管法の改
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定問題をめぐって政府や政党、雇用者、経営者団体、支援団体、労働組合、在

日外国人などの間でどのような主張が行われ、またどのような利害対立や妥協

があったかについて詳細に論じることはしないo しかし、改定入管法の内容を

検討することで、労働力を求める資本の要議と密民統合の維持を求める国家の

要諾という、論理的には相互に独立した要諦を持つ両者の関係がかなり明確に

なるだろう o

改定入管法は次のような特徴をもっていた。第一に不法就労者対策として新

たに雇用者罰則規定が新設されたこと O 第二に日系人および技術研修生(以下

「研修生J)に対しては従来の規定を緩和したこと G これらは一見すると、不

法就労の外留人労働者を完全に排除し、代わりに日系人と研修生を合法的な労

磁力として導入したように思われるo すなわち、国家の要請に基づいて不法就

労外国人の排除ー雇用者罰則規定の新設が行われ、他方、資本の要請に基づ

いて不法就労外国人の代償として、合法的なカテゴリーの外国人の導入が認め

られたという見方である o しかし、この見方は一面的である。第一に雇用者罰

則規定の新設は本当に資本の側が支払った代償だったのだろうか。第二に日系

人や研修生の規制緩和が資本の要請に基づくとしても国家にとって持った意味

は何もなかったのだろうか。入管法改定の結果の分析のためにも、雇用者罰則

規定の新設と日系人-研修生の規制緩和のそれぞれを、資本と国家の南面から

見てみる必要があろう o

改定入管法では、不法就労外題人の排除のために、従来どおりの不法滞在、

資格外活動を行った外題人に対する強制送還措鐙に加え、麗用主に対して新た

に「不法就労助長罪」という形での雇用者罰則規定が盛り込まれたo その内容

は、 「不法就労者Jの雇用主および斡旋者に対して 3年以上の懲役もしくは

200万円以下の罰金(法案作成の当初は、 3年以下の懲役、 50万円以下の罰

金、であったから、罰則規定それ自体は強化されたことになる)というもので

ある。しかし、この雇用者罰則規定は結局、その立法および法執行過程で事実

上の雇用主に対する免責が行われたことで有名無実化したのであった。まず不

法就労の外国人労働者への依存度の高い中小企業を中心とした罰則規定に対す

る強い不安や反対を受けて、国会で衆参両院の付帯決議という形で事実上の免

責条項が入ることとなったo r雇用主等に対する処罰規定については、同規定
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が悪質な麗用主・あっせん者等の取締りの必要性から設けられた経緯にかんが

み、その運用に当たっては、いやしくも濫用に渡ることのないよう、十分に配

議することJ(1989年 11月 17日:衆議院における付帯決議、参議院のものも

ほぼ同様の主旨)0 この付帯決議を受ける形で、法執行機関である警警視庁では、

改定入管法施行直後の全国防犯・保安担当部長会議において、悪質な雇用主、

ブローカーを重点的に取締るように指示し、 「悪質さ jの基準として、①外国

人を就労させ暴利を得ている、②多数の外国人を雇用し、長期間違反を続けて

いる(傍点、筆者)、の二点をあげている (6)。

雇用者罰則規定の恋意的かっ媛昧な運用は、結果として多くの「見逃しjを

生むことになったO 例えば、多数のフィリピン人を雇用しているあるプラスチ

ック工場の社長によると「地元の警察はうちで不法のフィりピン入麗ってるの

は知ってるけど、 f事件や犯罪だけは起こさないように』と言って見逃しても

らっているJという O このような例はごく普通のことだと言われているo 実際、

雇用者罰則規定を適用される雇用主やブローカーの数は、摘発・強制送還され

た外国人労働者の数と比べれば極端に少ない。このことからも有名無実化した

雇用者罰則規定の実態が推察されよう o 要するに、雇用者罰尉規定の新設にも

かかわらず、居会の付帯決議と執行機関である警察による見逃しによって、雇

用主はそれほど大きな摘発のリスクを負うことなく不法就労外国人の雇用を継

続出来たのである O

日系人と研修生に関する規制の緩和は、資本にとって合法的に外国人労働者

を雇用することを可能にした。一方、国家にとってはどのような意味を持って

いたのだろうか。日系人も研修生も、国家の観点からみて問題の少ないカテゴ

リーでの外国人労働者の導入を図ったものであるo すなわち、日系人は日本の

「国民J概念の基盤にある f血統主義Jに抵触せず、研修生は管理や研修期間

終了後帰国させることが容易だと考えられている。さらに、その「不自由労働

者jとしての利用を「経済・技術協力Jのもとに正当化できる{引。

90年の日本における入管法改定は、 86年のアメリカ改正移民法を参考にし

たと言われるo 小井土によれば、この移民法の改革は国家の正統性を回復する

ための一大イベントであり、アメリカは一方でアムネスティの実施によって

「自由と豊かさを求めて潜入した移民たちに人道的立場から一定の権利を与え
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たjという印象と、他方で雇用者罰則規定の新設と移民法執行機関(移民帰化

局と留境警備隊)の強化によって「国家が国境と領域にたいする統制力を回復

した」という二重の印象を国民に与えたという o そして資本、特に非合法移民

の雇用者にとって、新たに流入する移民は相変わらず「非合法Jゆえに安価で

統制しやすい労働力なのであった〔小井土 ，1992:108 ] 0 

先述した移民労働者と関連して問題となる国家の正統性の二つのレベルから

日米の政策を比較してみると、第一の「愚境および外国人管理主体としての正

統性jのレベルでは両国ともに同様の対応をし、第二の「国民国家としての存

立に関する正統性J(7)のレベルではそれぞれの正統性の基盤にもとづき違っ

た対応を打ち出したといえる(表1参照)0 

表 1 日米の移民労働者政策の相違

政策内容
正統性の

正統性のレベル
根拠

共 B ....躍用者罰則規定の新設 主体としての
国境および外国人管理の

通 能力再確認z

主体としての正統性
点 米・・・・麗用者罰期規定の新設 正統性の回復

相 日・・・・日系人の在留資格緩和 「血統主義J

研修生の導入拡大 「国際化」 関民国家としての存立に
違

米・・・・アムネスティの実施
「移民の国J 関する正統性

，点 f自由の国」

すなわち、一方で、雇用者罰剤規定の新設によって国家は国境・外国人管理

者としての正統性を再確認あるいは回復し、他方で事実上の免責条項の存在や

法の執行過程における不完全さによって雇用主が「非合法Jな移民労働力を使

用しつづけることが可能になったという点で両国は極めてよく似ている。とこ

ろがそれぞれの改正のもうひとつの点になると、両国の対応は大変に違ったも

のとなった。アメリカは一定年数米留に滞在している非合法移民に対する滞在

と就労の合法化(アムネスティ)を行ったo それに対して日本はすでに増加し
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つつあった日系人と技術研修生の規制の緩和と導入拡大を行ったのであった。

先述したようにアメリカのアムネスティの背景には、 「移民の関J. r自由の

国Jという国是があった。それはアメリカという麗民留家の成立そのものに関

わるイデオロギー的基盤である。同様な意味で日本において「日系人jは、日

本という国民国家の「国民j概念を支える「血統主義jの観点から導入が是と

されたのであった同}。研修生の場合には、その背景に「経済・技術協力Jと

いうイデオロギー的正当化が蒋在する o この「経済-技術協力jは、戦後日本

のアジア地域への経済的拡張を支える一貫したイデオロギーのひとつであったo

研修生の導入は、 1960年代末から 70年代初にかけて試みられたが〔務合.

1974 ]、今日ふたたびその導入が同様の論理によって進められている印}。

この改定入管法は、日本における外国人労働者の状況に大きな影響を与える

こととなった。次節では、改定入管法のもたらした結果について考察するo

4 改定入管法の結果

改定入管法の結果、日本の外国人労働市場に生じた変化は主に次の三点であ

ったo 第一に、合法的に就労が可能なラテンアメリカ諸国からの日系人が急増

したこと。第二に、合法的な日系人労働者の急増にもかかわらず、非合法な外

国人労働者の数も増加を続けたことo 第三に、改定入管法の枠組のなかで、外

国人労鋤者内部での階層分化が進行したことo

第一の日系人労働者の急増は、改定入管法のもたらした当然の結果だった。

その数は外務省領事部領事移住政策課の推定によれば、入管法改定以前 1988

年に 8，450名、 89年に 29，300名、改定入管法の施行された 90年には 76，150

名、 91年には 148.700名にのぼった o 最も新しいデータによれば、 92年

152，120名となっている(表2参照)0 
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表2日系人就労者数の推移(推定)

国/年 1988 1989 1990 1991 1992 

プラジル 6.000 20.000 61，ぼ)() 120.∞o 131.020 

ベJレー 5，0∞ 7，5∞ 18，000 9.810" 

アルゼンチン 2.∞o 3，5∞ 6.4∞ 8，500 8，930* 

ポりピア 200 3∞ 6∞ 1.500 1.550 

パラグアイ 250 5∞ 650 700 810 

合計 8，450 29，3∞ 76.150 148，700 152，120" 

(資料) [外務省領事移住政策課， 1鈎3J

(*)ベル一人の 1992.12現在の外国人登録者数は約 31，0∞入、さらに超

過滞在者数が約 9，0∞人おり、実際には約 40，仮泊人前後と患われる。

またアルゼンチン人は婦問者が増加しており、実際にはさらに少な

い4，∞0""'-'5，0∞人程度であろう。また日系人就労者数の推計はおよ

そ 180，∞0""-"2∞，0∞人規模と思われる〔法務省入国管理局， 1993a・

1開3bJ。

表 3主要国籍別超過滞在者数の推移

国籍基・準出B身地
19鉛 1991 1991 1992 1992 1993 
7.1 5.1 11.1 5.1 11.1 5.1 

総数 106.497 159.828 216.399 278，892 292.791 298.646 

タ イ 11.523 19.093 32，751 44，354 53，219 55，383 

韓国 13，876 25，848 30，976 35，687 37.491 39.455 

フィリピン 23.805 27.228 29.620 31，974 34，296 35.392 

中国 10，039 17，535 21，649 25，737 29，091 33.312 

マレーシア 7.550 14，413 25，379 38.529 34，529 30，840 

イラン 764 10.915 21.719 40，001 32，994 28，437 

パングラデシュ 7，195 7，498 7.807 8.103 8.161 8.069 

/ぐキスタン 7，989 7.864 7，923 8.001 8，056 7.733 

台湾 4.775 5，241 5.897 6.729 7，283 7，457 

ベルー 242 487 1.017 2.γ83 6.241 9，038 

ミャンマー 1，234 2.061 3，425 4，705 5.425 6.019 

その他 17.505 21，645 28，236 32.290 36.005 37，511 

(資料) [法務省入国管理局， 1993b J 
(注)本表は超過滞在者数の概数(推計値)を示すものである。
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第二の非合法の外国人労鏑者も自系人のそれに劣らず急増を示したo その総

数は超過滞在者の統計から推定するしかないが、改定入管法施行直後の 90年

7月の時点で約 11万人、 91年5月約 16万人、 91年 11月約 22万人、 92年 5

月約 28万人、 92年 11月および 93年 5J:lの時点で約 29万人になっている o

92年5月から 93年5月の 1年間では、景気後退の影響か 1万人程度の増加に

とどまっているが、すでに景気が後送局面に入っていた 91年 11月-92年 5

月期には約 6万人、実に毎月平均約 1万人と最大の増加を示した。入管法の改

定から約 3年間に、非合法の外国人労働者の数は 3倍近い増加を示したのであ

る(表3参照)。

ただし、すべての国籍グループが同様の増加パターンを示した訳ではない。

パターンは主に三つに区別できるo ①ほとんど増減がみられないパングラデシ

ュ人とパキスタン人、②改定入管法の前後から急増したが、景気後退の深刻化

とともに減少をはじめているマレーシア人とイラン入、③程度の差はあるが、

一貫して増加の傾向が続いている韓国人・タイ人・フィリピン人・中国人など

の国籍グループ、であるo

89年 11月のピザの相互免除協定の停止による新規流入の激減と改定入管法

施行前後のデマによる大量の帰国によってパングラデシュとパキスタンからの

労働者の数は、おのおの約 7000人台まで減少したが、その後この数にはほと

んど変化がみられない。彼等の多くは男性であり、日本での滞在は長期化の傾

向が著しい。

マレーシア人の場合、その多くは中国系マレーシア人である。マレーシアと

の関にはピザの招互免除協定があり、その結果多くのマレーシア人が日本に流

入することになった。その総数は 92年5月に最高の約 4万8千人に達したが、

その後減少に転じており 93年 5尽には 1年前と比較して 20.0%のマイナスと

なった。イラン人は特に湾岸戦争後、その数が急速に増加した。マレーシア人

と向様にピザの桔互免除協定の存在が増加の背景にあったo 92年5月の時点

で約 4万人に達したが、 92年4月のピザ相互免除協定の停止による新規流入

の激減と景気後退の影響から帰国するものが相次ぎ、 93年5月には 1年前と

比較して 28.9%のマイナスとなった。

その他の国籍クソレープの増加の割合は、 90年7月と 93年5月の期間でタイ
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人の 4.8倍を最高にフィリピン人の 1.5倍まで様々だが、好景気が続いていた

期間はもちろんのこと景気後退局面に入ったことがはっきりした後も増加の傾

向が続いている点では共通しているo なお韓国・タイ・フィリピン人の場合に

は、短期の観光ピザ等で入国した者が超過滞在化したものが主だが、中国人の

場合にはかつて就学ピザで入国したものがピザの延長が困難なため超過滞在住

したケース、ベルー人の場合には合法的な日系人として入国しながら、 「偽装

日系人」の問題化とその後の資格審査の厳格化の結果、ピザの延長が極めて困

難になったことが超過滞在化の要国として大きい。景気が後退し、外国人労働

者に対する企業の需要は一部を除き確実に減少しているにもかかわらず流入が

継続している事実は、日本国内に形成された阿国人ネットワークが流入の擦の

核として自律的に作用しはじめていることを示していると思われるo

改定入管法のもたらした結果で最も重要なものは、かなり明確な外国人労働

者内部での階層分化が形成された点であるo それ以前には、外国人労働者はそ

の大半がいわゆる不法就労者であり、ほぽ同等な条件下に就労していたといっ

て過言ではない。改定入管法施行後の外国人労働者内部の階層分化の進行は、

いくつかの調査研究によって指摘されている〔筑波大学社会学研究室， 1991 

→ 1992] [稲上・桑原・国民金融公庫総合研究所， 1992] [青木， 1992] 0 

以上の調査研究によって指摘された階層分化の主な内容をまとめてみよう。

すなわち、合法的な日系人を頂点に、ついで非合法の韓国入、東南アジア諸国

のフィりピン人・タイ入、その下に非合法で南西アジア諸国のパキスタン入・

バングラデシュ人などが位置する。合法的な日系人と非合法の他の外麗人労働

者のグループの間には、かなり大きく明確な格差が見られるo この事実は、改

定入管法が新たに設定した合法/非合法の区分を通じて、階層分化の基本的枠

組を提供したことを示しているo この合法/非合法グループ間の格差と比べれ

ば、非合法の各グループ簡の格差はそれほど明確でなく相対的なものといえるo

非合法グループ掲の格差は、 「非合法」のラベリングに他の幾つかの要因が重

なる形で緩やかに形成されたものであるo

これらの要因には、流入時期、日本人の外留人に対する人種的距離、摘発の

可能性と密接に関連する可視性(吋sib出ゅの程度があるo そのうち流入時期が

重要な変数になるのは、麗用主やブローカーに対して不利な従属的位霞に置か
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れながらも、呂本での滞在が長くなるにつれて日本語能力や社会的ネットワー

クを通じた独自の求職ルートなどを獲得すること、また好景気による入手不足

という外国人労働者にとっての好条件下で転職という手段によって雇用主に抵

抗し、上昇移動を図るからであるo たとえば日系人でも非合法の外国人労働者

でも、一般に転職を通じて収入や労働条件を向上させる傾向が顕著である。ま

た転職の可能性を示唆することで雇用主から有利な労働条件を引き出したりも

できた。

比較的新しいグループであるイラン人とマレーシア人は、前者がバングラデ

シュ・パキスタン人が減少、上昇移動した後を、後者がタイ入、フィリピン人

が上昇移動した後をそれぞれ埋めていったと考えられるo 古くからのグループ

がある程度上昇し、より雇用主に対して脆弱な新たな流入グループによって置

き換えられていく過程が見られるo この過程は、アメリカにおける移民研究に

おいて発見された「エスニックな置き換えJ(e白血crepIaament)の過程と類

似性を持つように思われる。アメリカで、既存の移民グループの抵抗力の増大

と抵抗力の少ない新規グループによる置き換えが継続的に生じた (10)ことは、

日本における外国人労働者内部の階層分化を考えるうえでも示唆に富む。第一

に最も抵抗力の小さいグループが最下層に位置し、常に彼等を必要とする企業

溜が存在した(する)こと。第二に移民労錨者の抵抗力の大小が f不自出さJ

の程度ばかりでなく、重要な変数として階層分化に関わってきている点であるo

現在もっとも脆弱なクソレープの代表はイラン人であるは11O 他のクソレープが、

好景気のなか転職によって上昇移動を図り、比較的安定した就労条件を手にし

たのに対して、イラン人の場合、安定した雇用を手にいれる前に景気後退の影

響を被ることになってしまったo かれらにとって頻繁な転職はいまや上昇移動

の手段ではなく、罵辺的労働力としての不安定な就労形態の象徴となっているG

このように一様に「外国人労働者」といっても、そのなかには様々な程度の

「不自由さ jを持った外国人労働者が存在しているo ただし、一概に「不自由

さJの程度と分布が、最も「不自由Jなイラン人ーその他の不法就労外国人労

働者一最も「自由」な合法的な日系人、というように階層分化と単純に対応し

ているというわけではない。例えば合法的な日系人であっても、人材派遣会社

による人身拘束や中間搾取、不安定な就労状況などの問題から決して自由では
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ないのである o このことは景気後退下における外国人労働者の状況を論じるな

かでも明らかになるだろう O

5 景気後退のタト国人労働者への影欝

近年の日本における景気後退の影響はすべての外国人労働者に一様な影響を

与えているわけではない。前節の外留人労働者内部の階層分化をもとにしなが

ら、影響がどのような形で生じているか就労状況を中心に見てみよう o

景気後退の影響を比較的強く受けているグループは、階粛の上部に位置する

日系人である。日系人の就労の特徴は、自動車・家電などを中心とする製造業

への集中、大企業および比較的規模の大きな中小企業に多く雇用されているこ

と、また期間工やノぐート・アルバイト、派遣労働者などの景気や需要の変動に

応じて分離可能な周辺的労働力として利用されている点にあるo 特に人材派遣

会社を通じた間接雇用の割合は高い。国際協力事業部の行った謂査によれば、

日系人労働者のじつに 62.9%が派遣業者や中開業者と契約を:結んでいる〔国

際協力事業団， 1992] 0 

日系人への景気後退の影響の多くは、第一に日系人が集中していた自動車、

家電産業が今回の景気後退における不況業種であったこと、第二に人材派遣会

社への依存に象徴される厨辺的労働力としての利用に原因があるが、日系人の

なかでも特にベル一人の場合は影響はー罵深刻である G 日系人を対象とする職

業安定所といえる「日系人雇用サービスセンター」の利用者を見てみるとベル

一人の割合が最も多くなっているo ベル一人の場合には、偽装日系人が多いこ

ともあって企業がベル一人の雇用を敬遠し、滞在期践が切れた者から解雇され

たり、再就職が困難になりつつあるo このような傾向に拍車をかけているのが

ベル一人の在留資格審査の厳格化であるo 厳格化の結果、ピザの更新が国難に

なったベル一人の一部は既に超過滞在者として f不法就労者」化しているo 偽

日系人問題とその後の審査厳格化によって、ペル一人全体に非合法的なラベリ

ングが行われた結果、特に最大の日系人の国籍グループであるブラジル人との
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間に新たな階層分化がみられる。例えば浜松近辺ではブラジル人の月給が 30

........40万円中心なのに対して、ベル一人のそれは 20""30万円と低くなってい

る〔浜松市企画部国擦交流室， 1993 ]。また、ブラジル人と比較して全般的

に日本語能力が十分でない点も両者の間の階層分化の要因として重要であるo

外国人労働者内部の階壊の上部に位置する日系人、特にベル一人と比較して

も現在最も深刻な状況にあるのが最下麗に位置するイラン人であるo イラン人

に関しては、東京大学保健社会学教室が上野公関でイラン人 143名に対して行

った調査が参考になるo その調査結果によると、ここ 1カ月間に仕事に就いた

ことのある者 78名に対し、就いていない者が 50名にのぼり失業率は 39%に

達しているo さらに就労者のうち三分の二は月に 20日以内しか就労していな

い E山崎・若林ほか. 1992 ]。上野に集まるイラン人は比較的来日後日が浅

く、仕事の情報を求めて集まる人の割合が高いと言われており、必ずしもイラ

ン人全体の傾向を反映しているとは言えないが、彼等の置かれた不安定な就労

状況の一端を垣間見ることは出来る。イラン人の就労している企業は、建設・

土木、製造業の、なかでも E系人はもちろんのこと他の「不法就労j外国人労

働者と比較しでも企業規模の小さいところが多い。このことはイラン人の就労

企業が、霊層的な下請構造の最下層に位置していることを示唆しているo イラ

ン人の現状を説明するには、第一に彼等が最も景気変動の影響を受けやすい企

業で就労している点をあげることができる。第二には、かれらに対する「不法」

というレッテルの付与に関する問題が存在するc1畠}o さらに加えるなら、イラ

ン人が比較的新しく日本に流入したグループであり、十分な日本語能力や安定

した求職ルートが確保されていない点も重要であるo

日系人とイラン人以外の外国人労働者については、一般的にいって景気後退

下にもかかわらず大半は就労を続けているo この背景には中小企業における構

造的な労働力不足の存在がある O このような構造的労働力不足を埋める役割を

果たしている外国人労働者は、景気後退下にもかかわらず比較的周辺的労働力

としての性格の表面化を逃れているということが出来よう o また、かれらが景

気後退の影響を強く受けたイラン人とは異なり、日本での滞在期間が比較的な

がく、日本語能力や独自の求職ルートをある程度確保していることが就労状況

の悪化を緩和していると考えられる。
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以上のことから景気後退の各グループに対する影響の在り方に影響を及ぼし

た要因としては、就労企業の特徴とそれと結び付いた周辺的労働力としての利

用の程度、合法/非合法の区分、外国人労働者の求職ルートの確立度や日本語

能力を指摘することが出来るo その点を考慮に入れて、景気後退の影響を強く

受けているペル一人とイラン入、およびベル一人以外の日系人としてブラジル

入、その他の不法就労グループとしてパキスタン人をとりあげ、おのおの特徴

をまとめてみよう(表4参照)0 

表 4景気後退の影響を規定した要因

国籍 階層
景気後退 周辺労働力

法的地位 求職ルート
日本語

の影響 化の程度 能力

ブラジル人 上題 やや強い やや高い 合法
人材派遣会社

高い
への依存

ベノレ一人 やや上周 強い 高い
一部 強い人材派遣

低い
非合法化 会社への依脊

パキスタン人 中層 弱い やや低い 非合法 比較的確立 高い

イラン人 下層 強い 高い 非合法 未確立 低い

先に述べたように移民労働者の「不自由労働者J化は、資本の論理と国家の

論理の両面から見る必要がある。具体的には、資本の論理は移民労働者が経済

的な構造にどのように組み込まれるのか、その結果、どのような経済的圧力が

移民労働者に加わることになるのか、という点に集約される。国家の論理は、

国民/外国人、合法/非合法、その他さまざまな法的、制度的格差を含み込ん

だカテゴライズと経済外的圧力という形で表れるo 両者の結びつきのなかから、

様々な程度の「不自由Jさによって特徴づけられる、個々、具体的な「不自由

労働者Jが創出されることになる。

さらに第4節で述べたように、 「不自由さJの程度は移民労働者の経済的・

経済外的圧力に対する抵抗力によっても規定される。本稿ではこれらすべてを

含み込んだものを「不自由労働者としての統合の様式J(mode of血corpora細

部 un企eelabor，以下、 「統合様式J)と呼んでおきたい (18)。

-62-



表4における 3つの要因(周辺労働力化の程度、法的地位、求職ルート/日

本語能力)は、景気後退の影響を左右する要因であると同時に、 「統合様式j

を規定する 3つの次元(資本の論理から派生する経済的次元、国家の論理から

派生する経務外的次元、および、これら二つの次元より生じる、経済的・経済

外的圧力に対する移民労働者の抵抗力の次元)それぞれに対するひとつの指標

にもなっている O

このように表4は、不完全ながらも「統合犠式jの各グループの在り方を示

しているo それによれば、ブラジル人もベル一人も含めた日系人全体の共通点

は、人材派遣会社に代表される間接雇用形態を通じた周辺的労働力としての性

格が極めて強い点にある。根本的に資本の論理から派生するこの周辺的労働力

としての性格が、日系人の「統合様式」に占める意味は大きい。景気変動の緩

衝装置としてはいうにおよばず、合法的労働者でありながら非合法労働者と同

様に中間搾取や人身拘束の開題が生じているのも間接雇用形態から説明できる。

日系人全体としては以上の共通点を持ちつつも、とくにブラジル人とベル一人

の間で新たな賠層分化が生じ、ペノレ一人の方に失業などの影響が強く出ている

点については、既に述べたように偽装日系人問題によるペル一人の「半j非合

法化と日本語能力などにおける差が大きい。日本語能力の差は、ベノレ一人の場

合、人材派遣会社への依容度を強める結果にもなっている。

一方の、不法就労者の場合、イラン人が失業など景気後退の影響を強く受け

ているのに対して、その他の不法就労者は概して影響を最小に止めているo そ

の差異は、イラン人が他のクソレープと違い転職を通じて上昇移動する前に景気

が後退局面に入ってしまったこと、また、十分な臼本語能力や独自の求職ルー

トが確立できていない点が大きい。 r統合様式」のうち国家の論理からくる非

合法な法的地位では共通しながら荷者の間に生じた差異は、他の二つの「統合

様式」の要素によって説明できる O

このように「不自由労働者」としての特徴を共有しながら外国人労働者内部

において「不自由」さの程度や形態、さらには景気後退の影響の及び方に大き

な差異を生じている実態を説明する場合、単に合法/非合法である、あるいは

単に日本社会への適応を通じた経済的・非経済的圧力に対する抵抗力の増大と

いった要因だけでは不十分であり、 「統合様式J全体を考慮にいれることが必
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要になるo

8 外題人労錫者の今後一残され去二課題

本稿では、外国人労働者を f不自由労働者jとして規定し、改定入管法の枠

組みのなかで生じた今回の景気後退の影響が、 「不自由労働者Jとしての共通

の性格にもかかわらず多様な形をとった点について、 「不自由労働者としての

統合様式Jにおける差異によって説明する枠組を提示した。筆者は、今後この

「統合様式jをより詳細に検討し、それをもとに比較研究を行いたいと考えて

いるはUO しかしながら、いくつかの課題が残されているように思われる。

第一に、 f不自由労働者jとしての外国人労働者の分析のためには、資本の

論理からくる経済的圧力、国家の論理からくる経済外的圧力、それらに対する

移民労働者の抵抗力などが現実に交錯する外国人労働者と雇用主との関係の分

析が欠かせない。改定入管法、特に雇用者罰則規定は、雇用主に対して当初期

待されたような効果をあげることがなかった。一方、いわゆる「不法就労」外

国人にとってはどうだったのだろうか。彼等の地位は相変わらず「非合法Jで

あり、摘発の危険性と隣り合わせの状況はそのまま維持されている。法の趣旨

としては、雇用主と外国人労働者の双方に同等の摘発される可能性をもたらす

はずであったが、現実には前者の被擁発可能性が小さく、後者が大きい、とい

う不均等な状況はそのまま維持されることとなった(改定入管法施行以前は、

雇用主が非合法の外国人を雇ったというだけで摘発される可能性はゼロであっ

た )t15}o

この被摘発可能性における雇用主と移民労働者間の不均等が、 雇用主の移

民労働者に対する低賃金や劣悪な労働条件の押しつけの背景に存在していると

思われるo 雇用主は、 移民労働者の要求や抵抗を警察や入管への通報を示唆

するだけで押さえ込むことが可能である。 一方、 この不均等のもとで外国人

労働者が自身の被摘発可能性を少しでも減少させようとすれば可視性を減少さ

せることが必要になるo それは結局のところ雇用主以外との社会的接触を避
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けることになり、 雇用主への欽存をいっそう強めることになるのである

宮山包mante，1972:709]。

しかしながら、外留人労働者と雇用主との関係において常に抑圧や持取の関

係が表題化しているわけではない。両者の関係で一般に観察される特徴はその

「温情主義的J性格であるo 麗用関係における温情主識的性格は、不自由労働

側全般に広くみられる特徴であり、不自由労舗と温情主義の関には深い関連が

ある[Co凶伊n，197η 回onacich，1976] 0 日本における外国人労鍛者の場合、特

に中小・零細企業の雇用主と不法就労の外国人労働者との関に、温情主義的性

格が強いように思われる。温情主義については、今後、不自由労働との関係で

さらに論究する必要があろう o

課題の第二は、移民労働者の社会的ネットワークやネットワークの結節点と

しての移民コミュニティーに関するものであるo これらは、資本や国家の論理

とは別次元で、かっ移民労鋤者の抵抗力に直接・間接に結ひ・っきながら「統合

様式Jを規定する。社会的ネットワークやコミュニティーの有無、その性格、

構成員の属性などによって「統合様式」は大きく異なったものになるはずであ

る。例えば、在日韓国・朝鮮人とのネットワークを活用して入歯・就労してい

る韓国人と、比較的流入時期が早く、自本において生活基盤を築き上げた同国

人を核としたネットワークをもとに流入が継続的にあるフィリピン人、また有

効に活用できるネットワークの形成が不十分なイラン人の関では、差異は大き

いものと思われる。この点も考慮に入れて f統合様式Jを見直す必要が出てこ

ょう o

最後の第三は、第2節で述べた不自由労働者としての移民労働者を利用する

ことの資本にとってのメリットを、日本の現実でどう評価するかであるo メリ

ットは以下の 4つにまとめておいたO ①労働力再生産費用の移民労働者の出身

国や家族へのー転嫁、②安価で管理・統制しやすい労働力としての利用、③需要

に柔軟に対応できる周辺的労働力、@人種・民族的分業の導入による労働者階

級の分断、資本の労働に対する支配の強化。

②③に関しては、日本においても管理・統制しやすい周辺的労働力としての

利用されているということがいえよう。①に関しでも、いまだかなりの程度の

労働力再生産費用を回避していると患われる。ただし、合法的な日系人、また

に
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不法就労者においても既に日本定住への指向性は強くなっており、移民労働制

の特徴である労働力の維持と更新の地理的分離を通じての労働力再生産費用の

出身国・家族への転嫁田山富woy，1976]は、部分的には既に崩れつつある O た

だし、日本では現在、研修生制度をさらに進めた実習生制度の本格的導入が始

まっているo これは、国家による労働力の維持と更新の地理的分離を再構築す

る試みと考えることもできるo 実習生制度については、他の外層人労働者(日

系人や不法就労外国人)との関連で今後の動向が注目される O

④については、少なくとも労働者階級を分断する手段として外国人労働者が

積極的に利用されたということはできない。②③の特徴を持った労働力の不足

を埋めるために導入されたのは事実としても、労働者階級の社会統制の手段と

して利用されているとは必ずしも言えないように忠われるo 移民労働者が労働

者階級の分断に利用されていることの指標としては、本国人労働者と移民労働

者の間の敵対的関係の発生、および両者の関のある程度分断・縞離された労働

市場の形成などがあげられるが、日本においては、日本人労働者と外国人労働

者は敵対的関係はいまのところ明確にはみられず、また、多くの外国人労働者

は日本人労働者と労働市場を共有している(といってもパート、アルバイト、

期間工、派遣労働者という形での f日本人労働者jとであるが)0 @としての

利用が見られない現状を欧米の経験とは違った臼本的特色と考えるのか、ある

いは現状はあくまで過渡期の現象であり、今後は④としての利用が表面化して

くると考えるのか。現状では、まだ結論を下すことは出来ない。しかし、 「不

自由労働者jとしての利用と日本における人種・民族間関採がどのような関連

をもつことになるのか、今後の重要な課題になることは間違いない。
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く注〉

(1)その内訳は、いわゆる不法就労者が約 30万人、日系人が約 20万人、研修生・就学

生・興行など合わせて約 10万人である白

(2) r二重の意味で自由である。すなわち、彼は自由な人格として、自分の労働力を高

品として処置しうるということ、彼は他方において、売るべき飽の商品を持ってい

ないということ、すなわち、彼の労働力の現実化のために必要なる一切の物財から、

放免され、自由であるということである」聞広丸1867=1969:294J

(母木前はロパート・マイルズ側五回，孔)の所論から現代の移民労鋤者を「不自由な震

金労働者Jと定義して「自由な賃金労鋤者Jr不自由な非賃金労働者jから区別し、

そのうえで三者の関係を世界システムと移民労働者との関連で論じている[木前，

1992] [木前. 1993 ]。

(4)ローテーション政策とは戦後の一時期、西ドイツやスイスで行われていた移民労鋤

者移入政策。その名のとおり雇用主の労鶴需要に応じて移民労働者を募集し、必要

がないときには本国に送還させるもの。西ドイツでは移民の定住化傾向が強まると

ともに、 1973年のオイル・ショックを機に募集が停止され事実上挫折した。プラ

セロ(bra即時計画とはアメリカーメキシコ政府間協定にもとづく労働者の移入計

画をいう。戦時の一時的措震とされたが低賃金の農業労働者を求める南西部の農顕

主連の圧力で 1942'"64年まで継続された。最盛期の 1950年代の後半には年間約

50万人のメキシコ人契約労働者が入国・就労していた。

(5)これらの基準は極めて暖昧である。支援詔体によれば、景気の良かったころは基準

は緩く運用されていたが、景気が悪くなってからは従来は見過ごしてきた雇用主に

対する見せしめ的摘発が増えているという o

(6)研修生受け入れ企業を対象とした調査によると、 「研修生の受け入れが日本の国際

イ七に役立つJとの意見に賛成と回答した企業が約 9割にのぼり、研修生を労動力と

して組み込んでいる企業ほど「菌際化J以外の意見にも賛成する傾向がある E筑波

大学社会科学系 1991→ 1992::830-838] 0 

(η 「国民国家としての存立に関する正統性Jのレベルは、さらに f国家成員=国民j

の定義に関するもの(例えば、日本における「血統主議j、アメリカにおいては

円
t
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「移民の国JiJ、ら派生する f出生地主義J)とそれ以外のもの(日本における「国

際化j、アメりカにおける「自由の国jといった国是)に区別できるかもしれない

が、本稿では中寺に区到して論じてはいない。

(8)現在、アメザカでは不法入盟事件の頻発を背景に f移民の国jとしての醤是が議論

の対象になっている。移民の流入により正統性の根拠そのものが関われているのだ

が、 日本においても例えば日系人の流入は「血統主義」の見査しを引き起こすだろ

っヵ、。

(め(日本〉資本の国際化のためのイデオロギーである f経済・技術協力jが、労働力

(供給)の国際化のイデオロギーでもある事実は興味深い。資本の国際化と労働力

移動の菌際イむとは表義一体の現象だとするサッセンの命題は、イデオロギーのレベ

ルでも言えそうだ。また、 「国民間家としての存立に関する正統性Jに関連してい

えば、 f血統主義Jが国内少数民族(沖縄・アイヌ人)の抑圧・排除の結果造り上

げられた f日本人Jに基礎を置くのに対して、ここでいうところの f国際化jとは

日本を含めた国家間序列(r中心」としての日本と「周辺J)を前提としている。

この意味で「血統主義jと「国際化」は矛盾しないばかりか、密接に結びついてさ

えいる。

(10) rエスニックな置き換え」については〔小井土. 1992 ]を参照した。メキシコ系

移民に関するすぐれた分析であり、アメリカの移民法改正も含めて教えられる点が

多カ、った。

(11)地域によって Z立新たにインドネシア、ミャンマ一、ネパール人などの新規グループ

が増えつつある。

(立〉イラン人の場合、マスコミによるイラン人犯罪報道の影響も大きい。

(13)ポルテス(por也8，A)は、移民にとって最も重要な「受入れの文脈J(∞na.拡S of 

reception)として、①受入れ国の政策、②労鶴市場の状態、③エスニック・コミュ

ニティーの性格の三つの要素を挙げている伊o地 s& Rumbaut， 1990:85-93]。以下

の議論は、伎のいう「受入れの文原Jを参考にしたo

(14)比較研究としては、①他国との比較、②移民グループ関の比較、③移民グループ内

での比較が考えられるが、とりあえず移民グループ間の比較を中心に作業を進めた

いと考えている。

(15)もちろん麗用主やブローカーが労働法などに違反する行為を行えば摘発される可能
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性はあるが、現実にはその可能性は極めて少ない。なぜなら、外国人労働者が公約

機関に訴えることは「不法jのレッテルゆえに困難だからである。
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